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牛の飼養に係る飼養衛生管理の徹底について 
 

このことについて、平成 26 年 3 月 31 日付け 25 消安第 6435 号をもって、農林水

産省消費・安全局動物衛生課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周

知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、①昨年 10 月に我が国に７年振りに豚流行性下痢（PED）が確

認され、現在も発生が続いており、飼養衛生管理が比較的行き届いていると考えられ

ていた養豚場においても、不適切な飼養衛生管理の事例が見受けられたことから、こ

れが農場へのウイルス侵入の要因のひとつである可能性があること、②その一方で、

牛飼養農場における飼養管理の遵守状況は、年々改善されているものの、農場におけ

る手指や物品の消毒等、遵守率が低い項目が認められ、万が一、口蹄疫等の伝播力の

強い病原体が我が国に侵入した場合に、農場間での病原体の伝播を許してしまうおそ

れがあること、③ついては、牛の飼養者に対し、防疫意識の向上を図るとともに、農

林水産省ウェブサイトに掲載されている飼養衛生管理に係る取組事例を参考にし、改

めて飼養衛生管理基準の徹底を指導するよう、都道府県畜産主務部長宛てに通知した

旨、了知の上、円滑な防疫対策の実施について、協力を依頼されたものです。 

なお、このことについては、口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針（平成 23 年

10 月1 日農林水産大臣公表）第2 の2 の（ 2 ）に基づき、今月から開始される平成

26年度の飼養衛生管理基準の遵守状況の確認に係る立入検査においても、十分留意す

るとともに、不備が見られた項目については、立ち入り検査後の改善状況の確認をす

るよう、併せて依頼されています。 

 

＜農林水産省ホームページ：家畜の飼養に係る衛生管理の状況等＞ 

URL：http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html 
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